
○ 統計法（平成１９年法律第５３号）抄  

（定義）  

第二条 この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若

しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法（平成十一年法律第八十

九号）第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法（昭和二十

三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関をいう。 

２ この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。 

一 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規

定する独立行政法人をいう。次号において同じ。） 

二 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立

された法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設

立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 

   

（事業所母集団データベースの整備）  

第二十七条 総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査そ

の他の統計を作成するための調査における被調査者（当該調査の報告を求められる個人

又は法人その他の団体をいう。第二十九条第一項において同じ。）の負担の軽減に資す

ることを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人そ

の他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するも

のとする。  

２ 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げ

る目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を

受けることができる。  

一 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調

査の対象の抽出 

二 その行う事業所に関する統計の作成  

  

  

○ 統計法施行令（平成２０年政令第３３４号）抄  

（公的統計の作成主体となるべき法人）  

第一条 統計法（以下「法」という。）第二条第二項第二号の政令で定める法人は、沖縄

科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際

協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉

等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センタ

ー、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組

合貯金保険機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。  

 


